
  

広 島 市 消 防 団 長 連 合 会 規 約 

 

昭和５５年４月１日制   定 
昭和６０年４月１日一部改正 
昭和６１年４月１日一部改正 
平成  ９年４月１日一部改正 
平成１０年４月１日一部改正 
平成２０年４月１日一部改正 
平成２２年４月１日一部改正 

 

   第１章 総 則 

 

 （名 称）  

第１条 本会は、広島市消防団長連合会と称する。  

 （事務局）  

第２条 本会の事務局は、広島市中区大手町五丁目２０番１２号に置く。 

 

   第２章 目的及び事業  

 

 （目 的）  

第３条 本会は、消防団の運営に関する諸般の事項について協議すると  

 ともに消防団長相互の連絡協調を図り広島市消防団の強化発展に寄与   

 することを目的とする。  

 （事 業）  

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 ⑴ 消防団相互の情報交換に関すること。  

 ⑵ 消防団の事業に対する助言及び協力に関すること。  

 ⑶ 消防団及び消防団員並びに消防功労者の表彰に関すること。  

 ⑷ その他、本会の目的達成のため必要なこと。 

 

   第３章 組 織 

 

 （会 員） 

第５条 本会は、広島市消防団の団長をもって組織する。 

 （役 員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 



  

 ⑴ 連合消防団長    １名 

 ⑵ 副連合消防団長   １名 

 （連合消防団長及びその職務） 

第７条 連合消防団長は、会員が互選する。 

２ 連合消防団長は、広島市消防団員共済会理事長を兼務する。 

３ 連合消防団長は、本会を代表して会務を総理し、次に掲げる事務を

処理する。 

 ⑴ 各団共通行事の調整及び立案 

 ⑵ 内規（要綱・要領・基準）等の立案 

 ⑶ 表彰候補者の選考及び実施の調整 

 ⑷ その他広島市消防団長連合会から委任された事項 

 （副連合消防団長） 

第８条 副連合消防団長は、会員が互選する。 

２ 副連合消防団長は、連合消防団長を補佐し、連合消防団長に事故が

あるときは、その職務を代理する。 

 （役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまで、その職務 

 を行うものとする。 

 （顧 問） 

第１０条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、退職した消防団長の中から、連合消防団長がこれを委嘱す

る。 

３ 顧問は、退職した消防職・団員で在職中特に功績が顕著な者の中か 

 ら定例会に諮り、連合消防団長がこれを委嘱する。 

４ 顧問は、本会の運営上重要な事項に関し、連合消防団長の諮問に応

ずる。 

 

   第４章 会 議 

 

 （会 議） 

第１１条 会議は、定例会及び臨時会とし、連合消防団長がこれを招集



  

する。 

２ 会議の議長は、連合消防団長がこれにあたる。 

 （定例会） 

第１２条 定例会は、年４回招集し次の事項を議決する。 

 ⑴ 第４条に定める事業に関すること。 

 ⑵ 事業の計画及び経過に関すること。 

 ⑶ 役員の選任に関すること。 

 ⑷ その他 

 （臨時会） 

第１３条 臨時会は、緊急の事案で、定例会の開催を待つ暇のないとき、 

 又は会員の要求があった場合招集する。 

 

   第５章 雑 則 

 

第１４条 本会の事務は、消防局消防団室において処理する。 

 （委任規定） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事 

 項は、連合消防団長が定例会に諮って定める。 

 

 附 則 

この規約は、昭和５５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和６０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和６１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成９年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成１０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 


